
体育室を団体利用される方へ 

申請方法 

① 団体利用を希望する場合は、『健康福祉センター専用利用（団体利用）申請書兼利用料減免申請書』を記入の

うえ、スポーツセンター受付にてお申込みください。 

② 利用希望日の３カ月前の１日から、利用希望日の２日前まで予約を受け付けます。 

③ 障害者スポーツ団体等の団体が団体利用を希望する場合、申請を行う前に『健康福祉センター専用利用（団体

利用）団体登録証』の交付を受けると、利用希望日の４カ月前からの予約が可能になり、利用料が減免（半額）

になります。 

④ 『健康福祉センター専用利用（団体利用）団体登録証』は『健康福祉センター専用利用（団体利用）団体登録

申請書』と団体の概要が確認できる会則・規約・運営規定又は団体・活動概要説明書と会員名簿を添えてスポ

ーツセンター受付にてお申し込みください。 

⑤ 利用料は前払いで、『健康福祉センター専用利用（団体利用）申請書兼利用料減免申請書』の提出と同時にス

ポーツセンター受付前券売機にて利用料をお支払いください。 

⑥ 還付・変更は利用日の２８日前までに『健康福祉センター利用料還付申請書』と『健康福祉センター専用利用

許可書』を提出してください。 

⑦ 電話、FAX での予約受付は行いません。スポーツセンター受付へ直接お越しください。 

※「利用者登録」をしていただくと、ネットで仮予約ができます。申込日の翌日から１０日後、または仮予約日の

２８日前のいずれか早い日までに窓口にて料金のお支払いが必要です。支払いがない場合、自動的に仮予約取

消となりますので、ご注意ください。 

 

抽選 

 ・登録団体のみ抽選できます。 

 ・抽選にご参加いただくには、必ず利用者登録が必要です。 

 ・抽選月の前月の１５日から２５日までに申込をしていただき、抽選月の１日に結果をマイメニューからご確認

ください。※期日に遅れるとご参加いただけません。 

例）８月分の予約抽選 

申込開始：４月１５日、申込締切：４月２５日、抽選結果：５月１日、支払期限：翌日から１０日以内 

 ・支払期限までにスポーツセンター窓口で支払いが必要です。支払いがない場合、自動的に仮予約取消となりま

すので、ご注意ください。（マイメニュー「予約内容の確認・取消」から支払期限をご確認いただけます。） 

 

 利用料金 

 下記の時間区分・利用料金で団体利用することができます。 

利用時間区分 利用時間 
体育室 

大人 小人 

午前 9:00～12:00 4,200 2,100 

午後① 13:00～15:00 3,200 1,600 

午後② 15:00～17:00 3,200 1,600 

夜間 18:00～21:00 6,600 3,300 

 有料貸出備品 

・マイクロホン：500 円(1 台) ・ワイヤレスマイクロホン：500 円(1 台) 

・プロジェクター(スクリーン含む)：1,000 円(1 台) 

※大人・小人について、利用者のうち大人が半数を超える場合は「大人」となり、それ以外は「小人」となります。 

※登録団体は減免（半額）になります。 

※体育室の利用時間は片付けを含めた時間となります。 



 

 利用の流れ 

① スポーツセンター受付で『健康福祉センター専用利用許可書』をご提示ください。 

② 体育室への入室は、各利用時間からになります。利用時間前からの入室はできません。 

③ 地下１階受付にて団体利用報告書をお渡ししますので、終了後記入し体育室担当者にお渡しください。 

④ 準備・後片付けは利用される皆様でお願いします。 
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